
①
国
・
地
方
公
共
団
体
な
ど

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
国
の
行
政

機
関
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
で
、

社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の
た

め
に
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
皆
さ
ん
は
、
年
金
・

雇
用
保
険
・
医
療
保
険
の
手
続
き
、

生
活
保
護
・
児
童
手
当
、
そ
の
他

福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の

税
の
手
続
き
で
、
申
請
書
な
ど
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
勤
務
先
や
保
険
会
社
な

ど
の
金
融
機
関
に
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

②
民
間
企
業

　

民
間
企
業
は
、
従
業
員
の
健
康

保
険
や
厚
生
年
金
の
加
入
手
続

き
・
給
料
か
ら
源
泉
徴
収
を
し
て

税
金
を
納
め
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、金
融
機
関
や
証
券
会
社
・

保
険
会
社
な
ど
で
も
、
利
金
・
配

当
金
・
保
険
金
な
ど
の
税
務
処
理

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
１
月
以
降
は
、
こ
れ

ら
の
手
続
き
を
行
う
た
め
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
提
示
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

■ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用

で
き
る
機
関
な
ど

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

　
　
　
　

住
民
票
の
世
帯
ご
と

に
、
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
が

通
知
さ
れ
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
開
始

　
　
　
　

税
の
手
続
き
や
年
金
、

医
療
保
険
、
雇
用
保
険

な
ど
の
社
会
保
障
の
手

続
き
で
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
利
用
が
開
始
さ

れ
ま
す
。
申
請
者
へ
の

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交

付
も
始
ま
り
ま
す
。

●
個
人
ご
と
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

の
運
用
開
始

　
　
　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む

自
分
の
情
報
を
い
つ
、

誰
が
、
な
ぜ
提
供
し
た

の
か
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●
地
方
公
共
団
体
等
も
含
め
た
情

報
連
携
を
開
始

　
　
　
　

情
報
連
携
に
よ
り
事
務

が
確
実
か
つ
、
ス
ム
ー

ズ
に
な
り
、
国
民
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
、
暮
ら

し
が
も
っ
と
便
利
に
な

り
ま
す
。

■
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

■専用ダイヤル　　☎０５７０（２０）０１７８（全国共通ナビダイヤル）
■受 付 時 間　　9時30分から17時30分（土日祝日・年末年始を除く）
　　　　　　　　　※平成27年10月から平成28年3月までの平日は20時まで延長。
　　　　　　　　　※ 一部 IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、☎050（3816）9405におかけください。
　　　　　　　　　※ナビダイヤルは通話料が発生します。

【企画財政課広報広聴係　☎47-3007】

マイナンバーに関するお問い合わせ

　　　 　
　　　　　
　　　　 　

平成27年10月
以降

平成28年1月平成29年1月平成29年7月

平成２８年１月以降、マイナンバーはこんな場面で必要となります。

都道府県・市町村に
提出する申告書、

給与支払報告書などに記載

年金の資格取得や確認、給付

など など

税務署に提出する
確定申告書、

届出書、法定調書などに記載

など

防災･災害対策に関する事務

被災者生活再建支援金の給付

被災者台帳の作成事務

社会保障関係の
手続

税務関係の手続 災害対策

ハローワークの事務

医療保険の給付の請求

福祉分野の給付、生活保護

雇用保険の資格取得や
確認、給付

―広報ふくしま　8月号――広報ふくしま　8月号―


